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 １ 点検・評価の趣旨 

   平成 19年６月に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が改正さ

れ（平成 20年４月１日施行）教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及

び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議

会に提出するとともに、公表をすることとされました。 

   本市教育委員会では、同法の規定に基づき、教育委員会が行った点検評価の結果

をまとめ、報告書を作成しました。 

   

※ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

 

 ２ 点検・評価の対象 

   点検・評価は、令和３年度に実施した教育委員会の重点取組及び「令和３年度教

育行政執行方針」の施策の中から 19事業を選定しました。 

   また、教育委員会会議の開催状況や教育委員の活動状況など、教育委員会の活動

そのものについても評価を実施しました。 

 

 

 

 

 

Ⅰ はじめに 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項

の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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 ３ 点検・評価の方法 

 （１）点検・評価の視点 

    教育委員会会議の開催や教育委員の活動など、教育委員会の活動状況について

明らかにし、課題等と今後の取り組みの方向を示しています。 

 （２）学識経験者の知見の活用 

    教育委員会の活動状況や教育に関する施策・事業の執行状況の点検・評価の客

観性を確保し、今後の取り組みへの活用を図るため、教育に関して学識経験を有

する方から点検及び評価に対する意見や助言をいただきました。 

本報告書に付して報告します。 

 

氏   名 所 属 等 

遠 藤 孝 夫 育英館大学 情報メディア学部長 

小 島 康 秀 稚内市校長会 会長 

 

 ４ 点検・評価結果の公表 

   本報告書を議会へ提出するとともに、教育委員会のホームページなどへ掲載いた

します。 
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１ 教育委員の選任状況 

   教育委員は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、教育、学術、

文化などに関して識見を有する人の中から、市長が議会の同意を得て任命しており

ます。 

   稚内市教育委員会は、次の５名の委員で構成し、様々な面からの意見を教育行政

に反映されるような構成に努めております。 

【稚内市教育委員会委員一覧】           （令和４年３月 31日現在） 

職 名 氏  名 委員就任年月日 備 考 

職務代理者 山 本 泰 照 平成 29年 ６月 20日～ ２期目 

委   員 佐 賀 孝 博 平成 28年 10月 １日～ ２期目 

委 員 伊 藤 輝 之 平成 30年 ４月 １日～ １期目 

委 員 門 間 奈 月 令和元年 ６月 １日～ ２期目 

教 育 長 表   純 一 平成 24年 11月 １日～ ３期目 

  

 ※地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

   第５条 教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。ただし、補欠 

    の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

   ２ 教育長及び委員は、再任されることができる。 

   

２ 教育委員会の会議開催状況、学校視察及びその他の活動 

   教育委員会の会議は、５人の教育委員が学校をはじめ社会教育・文化・スポーツ

などに関する事務の管理及び執行の基本的な方針、教育委員会規則の制定など、教

育に関する様々な議題について審議しております。 

 

 （１）教育委員会会議 

    教育委員会の会議には定例会と臨時会があり、定例会は原則として月に１度、

臨時会は必要に応じて開かれます。 

    令和３年度は、計 13回開催し、事務局から付議案件の提案理由やその内容につ

いての説明が行われた後、教育委員の質疑、審議をされております。  

Ⅱ 教育委員会の活動状況について 
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開  催 案  件 

令和３年 

第５回教育委員会会議 

令和３年４月 28日 

【議案】 

◎稚内市文化財保護審議会への諮問について 

◎第 30期稚内市スポーツ推進委員の委嘱について 

【報告】 

○稚内市学校教育推進計画の５年次評価について 

○第三次稚内市子どもの読書活動推進計画について 

○稚内市立学校管理規則の一部を改正する規則について 

○稚内市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令について 

○稚内市立学校における携帯電話の取扱いに関するガイドライン

について 

○新型コロナウイルス感染症対策及び緊急経済対策に係る予算要

求について  

令和３年 

第６回教育委員会会議 

令和３年５月 25日 

【報告】 

○令和３年度一般会計教育費６月補正予算について 

○北海道の緊急事態宣言発令に伴う稚内市教育委員会の対応につ

いて 

令和３年 

第７回教育委員会会議 

令和３年６月 23日 

【議案】 

◎第 31期稚内市社会教育委員の委嘱について 

【報告】 

○令和２年度教育委員会所管施設利用実績について 

○新型コロナウイルス感染症対策に係る予算要求について 

令和３年 

第８回教育委員会会議 

令和３年７月 21日 

【議案】 

◎令和３年度稚内市部門別功績表彰候補者の推薦について 

◎令和３年度稚内市奨励賞表彰候補者の推薦について 

◎第 22期 稚内市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

【報告】 

○令和３年６月稚内市議会定例会教育委員会に係る事項について 

○稚内市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

○令和３年度 稚内市部門別功績者の決定について 

令和３年 

第９回教育委員会会議 

令和３年８月 25日 

【報告】 

○令和３年度一般会計教育費９月補正予算について 

令和３年 

第 10回教育委員会会議 

令和３年９月 27日 

【議案】 

◎令和３年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への

市町村別結果の掲載（案）について 

【報告】 

○令和３年度全国学力・学習状況調査の結果について 

令和３年 

第 11回教育委員会会議 

令和３年 10月 22日 

【報告】 

○令和３年９月稚内市議会定例会教育委員会に係る事項について 

令和３年 

第 12回教育委員会会議 

令和３年 11月 26日 

【報告】 

○令和３年度一般会計教育費 12月補正予算について 
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開  催 案  件 

令和３年 

第 13回教育委員会会議 

令和３年 12月 17日 

【議案】 

◎令和２年度稚内市教育委員会活動状況に関する点検・評価報告書

（案）について 

◎令和４年度稚内市一般会計教育委員会所管当初予算要求（歳出） 

について 

令和４年 

第１回教育委員会会議 

令和４年１月 28日 

【議案】 

◎稚内市教育行政執行方針（素案）について 

◎令和４年度以降の稚内市成人式典の名称変更について 

【報告】 

○令和３年 12月稚内市議会定例会教育委員会に係る事項について 

○稚内市いじめ問題対策委員会及び稚内市いじめ問題再調査委員

会条例について 

○令和３年度一般会計教育費 12月追加補正予算額について 

○令和３年度一般会計 12月補正予算額について 

○令和３年度一般会計 1月補正予算額について 

令和４年 

第２回教育委員会会議 

令和４年２月９日 

【議案】 

◎稚内市教育行政執行方針（案）について 

令和４年 

第３回教育委員会会議 

令和４年２月 22日 

【報告】 

○令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の「北海道版結

果報告書」への掲載について 

○令和３年度一般会計教育費３月補正予算について 

○令和４年度一般会計予算（教育部所管分）について 

○令和３年度稚内市文化振興育成補助金について 

令和４年 

第４回教育委員会会議 

令和４年３月 22日 

【議案】 

◎稚内市教職員人事について 

【報告】 

○令和４年３月稚内市議会定例会教育委員会に係る事項について 

○稚内市体育施設条例の一部を改正する条例について 

○稚内市立保育所条例の一部を改正する条例について 

○稚内市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改

正する規則について 

○稚内市教育委員会自家用電気工作物保安規程の一部を改正する

訓令について 

 

  



 

- 6 - 

 

（２）総合教育会議について 

    総合教育会議は、市長と教育委員会により、教育行政の大綱の策定、教育条件

の整備等重点的に講ずべき施策、児童生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に

講ずべき処置について協議・調整を行っております。 

開  催 案  件 

令和３年度 

第１回稚内市総合教育会議 

令和３年 12月１日 

【協議事項】 

◎ 教育課題について 

 ① 児童生徒の学力向上対策について 

 ② コミュニティ・スクールを活用した地域との連携に 

ついて 

 ③ 学校における諸問題について 

 

（３）教育委員の学校視察訪問について 

    小学校・中学校を訪問し、授業参観や教職員との懇談を通じ、学校経営や学校

（児童・生徒）の状況を把握し諸問題に関する意見や要望を行政に反映させる活

動を行いました。 

 訪問年月日 学 校 名 

第１回 令和３年８月 31日 宗谷中学校 

第２回 令和３年９月３日 稚内中学校 

第３回 令和３年 10月 22日 稚内中央小学校 

 

（４）その他の活動について 

    教育委員は会議のほか研修会への参加、他の自治体の教育委員との情報交換や

議論を通じて、職務遂行に必要な知識の習得に努めています。 

    入学式、卒業式、運動会、学芸会などの学校行事をはじめ、校長会など教育関

連機関との懇談や教育関係研究会への出席、各地区の子育て関連会議などへも出

席し、教育現場の状況に理解を深めております。 

    令和３年度においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、学校行事や研

修会等への参加は難しかったものの、教育予算、教育の課題や方向性等について

市長との意見交換を行うとともに、市長から独立した合議制の執行機関として教

育行政を推進しております。 
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３ 今後の活動について 

   教育委員会では、委員相互間及び事務局との議論がより活発に行われるよう努め 

    ております。 

また、多様な意見を教育行政に反映するため、各分野から委員を選任し、今日の

教育課題等に対し、毎月定期的に開催される教育委員会会議の中で、委員と事務局

の認識の共有化を図りながら、教育委員会の活性化を推進してまいります。 

   今後も、関係者との情報交換や各学校の行事、学校等教育施設への訪問などを通

じ、教育現場を取り巻くニーズの把握に努めるとともに、事務局に対するリーダー

シップを発揮し、教育委員会として適切な意思決定、さらなる教育委員会の活性化

に努めてまいります。 

 

 

 

１ 点検・評価結果の構成について 

 （１）「令和３年度の教育行政執行方針及び教育委員会重点事業」 

    「令和３年度の教育行政執行方針及び教育委員会重点事業」から、教育委員会

で実施した重要施策の中から 19事業について評価を行っております。 

   

（２）「事業の目的・内容」 

  事業ごとに「目的」、「令和３年度の事業内容」を記載しています。 

 

（３）「評価」 

  事業ごとに「実施内容」、「成果等」を総合的にＡ～Ｃの３段階で評価し記載し

ています。 

Ａ 目標以上の取組を 

実施した 
Ｂ 一定程度取り組んだ Ｃ 目標には及ばなかった 

 

（４）「今後の取組」 

  現状の課題を踏まえ、今後の改善策を記載しております。 

 

Ⅲ 教育委員会の施策に関する評価 
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≪重点取組１≫ 

学力向上対策事業 
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○令和３年度の全国学力・学習状況調査では、全道でも宗谷は下位にあり、基礎学力の定着は喫緊の課題
　であり、それを図るため、また、検証のためにも事業を継続的に取り組んでいく必要がある。
○市内４小学校で実施してから８年が経過したが、全国的な教員不足、道教委の再任用制度などにより、
　安定した人材確保が難しい。
○一定程度の成果はあるものの、上記でも述べた教員不足等により、児童の学力定着に向けた事業の在り
　方を検討する必要がある。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○GIGAスクール構想による1人1台端末の整備を機に、指導員不足を補う意味でも、タブレット端末を
　有効活用した取り組みを検討したい。
○基礎学力の確実な定着を図るため下位層も参加しやすく、個々の習熟度に合わせた放課後学習を継続
　したい。

達成度・効果度

実施内容

○対象校４校において、3・4年生に対して放課後に１時間程度、国語・算数の
   補習を実施した。しかし、実質１名の欠員となり、指導員がそれぞれ東小を
　兼務する形で進めたため、3年生は週2回を維持できたものの4年生は週1回
　の開催となった。
○夏休みグングン塾、冬休みグングン塾をそれぞれ3日開催した。
○５年生を対象に、夏休みグングン塾、冬休みグングン塾をそれぞれ1日開催
　した。

B

成果等

○対象校４校で209人（参加率 52.6％、前年比 ±0％）の児童が参加した。
○児童アンケート（10月）では、自分でたてた目標を「達成できた」「だい
　たい達成できた」という児童が3年生で92.9％（R2 79.8%）4年生で
　88.2％（R2 79.2%）であった。
○保護者アンケート（10月）では、学習意欲が「ついた」「少しついた」と
　いう割合が3年生で80.9％（Ｒ２ 78.3％）、4年生で79.6％（Ｒ２
　78.1％）となった。
○繰り返し取り組むことで、計算が早くなるなどの効果が出ている。

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

５月～３月　放課後学力グングン塾の開催（３・４年生、週4日）

上半期

４月　保護者説明会
７月　夏休みグングン塾の開催（３・４年生）
８月　夏休みグングン塾の開催（５年生）

下半期

１月　冬休みグングン塾の開催（３・４・５年生）
３月　アンケートや標準学力テストなどによる検証
　　　春休みグングン塾の開催（５年生）

15,940千円 23,023千円

行動目標

○小学校の大規模校4校で3・4年生を対象とし、放課後に学習機会を設ける。
○夏休み、冬休み中にも各3回程度学習機会を設ける。

成果目標

○引き続き検証を行いながら、標準学力テスト（CRT）で、全国比に近づける。

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

事業目的

基礎学力の確実な定着を最大の目標とし、併せて、活用力や判断力、表現力が向上することを
目的とし、小学校3・4年生を対象として放課後学習を実施する。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

１．次代を担う人材の育成と地域とともにある学校づくりの推進

１．生きる力を育む学校教育の充実

放課後学力グングン塾開催事業 学校教育課

事業費（決算）
（単位：千円）

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

14,259千円 15,228千円
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

下半期

１１月　補助員・教員・教育委員会による意見交換会

通年

上半期

○小中併置校を除く９校に補助員を６人配置し、指導補助を行う。
○定期的な意見交換会を開催し、課題や成果ついて交流を図る。

○補助員のスキルを全校に普及させ、すべての教室で同じ水準の授業環境を作る。

４月～３月　補助員による小学校外国語授業の補助（週６時間程度）

４月　補助員・教員・教育委員会による意見交換会

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

事業目的

小学校における英語の教科化に対応するため、市内で英語塾の指導者をしている方々に授業の
補助をしてもらい、外国語の技能や指導方法の浸透を図る。

事業費（決算）
（単位：千円）

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

- 845千円 887千円 2,128千円

行動目標

成果目標

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

１．次代を担う人材の育成と地域とともにある学校づくりの推進

１．生きる力を育む学校教育の充実

英語指導員配置事業 学校教育課

B

成果等

○補助員が入っている学校からは、非常に高い評価をもらっており、
　補助員を活用することで子どもの興味関心を引き出す授業づくり
　を進めることができている。 A

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

令和３年度においては、最終的に市内５校のみに補助員が入る形となり、沿岸校には入ること
ができなかった。令和2年度の配置開始から2年が経つが、人材確保も難しいと考える。

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

沿岸校に補助員を配置する事に努める他、外国語専科教諭が配置されている学校については、
補助員の配置方法について検討していく必要がある。

達成度・効果度

実施内容

○市内６校において、５・６年生の授業を対象に合計714時間補助
　に入った。しかし、補助員の都合により７月からは市内５校のみ
　となった。
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≪重点取組２≫ 

教育関係施設整備の取組 
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

タブレット端末は令和２年度のみ購入。令和３年度はネットワーク環境整備のみ行ったため。

達成度・効果度

実施内容

行動目標

成果目標

1人1人のタブレット端末を活用した教育活動を行うため、タブレット端末及び使用可能な周辺
環境を整備する。

1人1台のタブレット端末及び周辺環境を整備し、授業での活用、コロナ禍によって登校できな
い場合の遠隔授業での活用など、児童生徒の学習環境を充実するとともに、学びの機会を保障
する。

○GIGAスクールサポーターを配置し、各学校のタブレット端末の
　活用状況を確認しながら情報共有を図り、タブレット活用の向上を
　進めた。
○市内８校にGIGAスクール専用回線を設け、安定したネット環境や
　セキュリティの強化を図った。

B

成果等

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

各学校の無線ＬＡＮ環境の整備。学校情報化推進検討委員会を定期的に開催し、学
校間でタブレット端末の活用状況を確認し更なる授業での活用を図る。

上半期

GIGAスクールとともに学校訪問し、授業でのタブレット端末の活用状況を調査。
学校間で情報共有を図り活用向上に繋げる。

下半期

市内８校にGIGAスクール専用回線を設け、安定したネット環境やセキュリティの
強化を図る。

事業目的

国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、市内小中学校の1人1台のタブレット端末を整備する。

事業費（決算）
（単位：千円）

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

256,752千円 3,102千円 3,876千円

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

１．次代を担う人材の育成と地域とともにある学校づくりの推進

１．生きる力を育む学校教育の充実

GIGAスクール構想整備事業 学校教育課

○訪問学校　小学校11校・中学校7校。学校間での活用に差はあった
　が、学校間で情報共有し、活用の向上に努めた。
○市内８校（中央小学校・稚内南小学校・稚内東小学校・潮見が丘小
　学校・稚内中学校・稚内南中学校・稚内東中学校・潮見が丘中学
　校）にGIGAスクール専用回線を設けた。

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

○タブレット端末導入初年度の年ではあったが、学校情報化推進検討会を定期的に開催し、
　端末の持ち帰りやアプリ活用のルールなど、現状の課題を洗い出し、問題提起をしてきた。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○端末の持ち帰りや、アプリ活用のルールなど、学校現場で使用しやすい環境の整備が必要
　となる。

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

事業目的

昭和62年に沿岸漁業後継者育成センターとして建設された、通称水産棟を改修整備し環境改善
をすることで、宗谷中学校がこれまで培ってきた産業教育の更なる向上を図る。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

１．次代を担う人材の育成と地域とともにある学校づくりの推進

１．生きる力を育む学校教育の充実

宗谷中学校（水産棟）整備事業 学校教育課

事業費（決算）
（単位：千円）

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

- - 17,951千円 -

行動目標

産業教育のカリキュラムのさらなる充実等のための基盤が整備を行う。

成果目標

水産棟の屋根の補修、外壁・床の塗装、また動線確保のための間仕切の撤去、トイレ等の整備
を行い、産業教育の環境改善を図る。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

水産棟を活用した宗谷中学校における産業教育授業の実施し、終了後に改修工事を
行う。

上半期

水産棟を活用した宗谷中学校における産業教育授業の実施。

下半期

水産棟改修工事。備品購入整備。

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

令和３年度のみの事業だったため。

達成度・効果度

実施内容

水産棟の屋根の補修、外壁・床の塗装、また動線確保のための間仕切
の撤去、トイレ等の整備を行った。

A

成果等

生徒の安心・安全な作業環境の確保及び作業効率の向上が図られると
ともに、本事業を今後も継続的に実施するにあたり、カリキュラムの
さらなる充実等のための基盤が整備された。 A

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

水産棟を活用した産業教育の授業を通し、事前学習の実施や、まとめ作業や協力をいただいた
各方面へのお礼状の作成、また加工等の工程を終えた後の清掃や片付けといった事後作業など
も徹底して行っており、社会人として必要な力も、同時に身につけている。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

引き続き、産業教育を推進していく。
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≪重点取組３≫ 

子育て運動の展開 

    と青少年交流の推進 
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

行動目標

例年実施している「教育講演会」や「子ども会議」、更に子育て平和の日の啓発などの各種事
業・取り組みを推進する。

成果目標

未来を担う子ども達が、ここ稚内において平和の大切さを学び、地域ぐるみでの教育環境を整
備できるよう、これまで培ってきた子育て運動をより一層深化させていく。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

上半期

○みんなおいでよ！親子ふれあいデー
○子ども会議（第1回）
○各地区による子どもフェスティバル
○子育て平和の取り組み（平和折り鶴祭り、子育て平和記念式典）
○平和学習資料の改訂

下半期

○教育講演会
○全市子育て交流研修会
○子ども会議（第2回）

事業目的

「子育て平和都市宣言」を具現化し、地域ぐるみの子育てが根付くように各事業を実施する。
また、ケータイ（スマホ）、ネットの学び合いを各地区子育て連協や教育講演会、全市子育て
交流研修会で推進する。

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）事業費（決算）
（単位：千円） 979千円 876千円 960千円 965千円

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

３．安心して子どもを産み育てられる環境づくり

３．地域の中で子どもを見守り育てる社会の形成

子育て推進事業 文化・社会教育課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

依然として本市の児童生徒においては、生活や学習に係る実態について深刻な状況が報告され
ると共に、経済的・精神的困窮が広まる中、生活習慣の改善に向けた取り組みを進めて行く必
要がある。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

市民全体の努力目標である「子育て提言」の励行、特に家族や友人とのコミュニケーションや
ケータイ・スマホ等のメディアと上手く付き合える力を育むことが出来るよう事業を展開す
る。

達成度・効果度

実施内容

○子育ての日事業　みんなおいでよ！親子ふれあいデー（中止）
○子ども会議　第1回　（中止）
　子ども会議　第2回（オンラインにて開催）
　11/25（小学校）・11/26（中学校）
○子育て平和の取り組み
　・平和折り鶴祭り　7/30～8/11　181,028羽
　・平和記念式典　9/1　児童生徒･関係者含め 111名参加
○教育講演会　11/5　講師：谷田 大輔　参加者：300人
○全市子育て交流会　（中止）

B

成果等

○コロナ禍により子育て運動の取り組みが行いづらい環境ではあったが、
　今年度からwebを活用した新たな取り組みをすすめることができた。
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≪重点取組４≫ 

子育て支援環境の充実 
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

達成度・効果度

実施内容

○教育相談は、電話・来所面接あわせて414件
（R2:491件、R1:702件）
○つばさ学級には22名が通級。中学生が多く、進路について稚内高校定時制と
　も連携を行った。
○スタッフ会議は8回、適応指導委員会は2回開催した。
○子育てファイルは新生児に174冊配布した。
○道のカウンセラーを活用しながら、教育相談所を中心に児童生徒の相談対応
　をした。
○就学前教育アドバイザーが、幼稚園･保育所に要請訪問したほか、就学支援
　部会に入り、小学校への引継ぎについてサポート等を行った。

B

成果等

○相談所・適応指導教室に相談員・指導員等を配置し、各種教育相談の早期対
　応、助言、課題解決を図ることができた。
○スタッフ会議、適応指導委員会を通して、支援を要する児童生徒、課題がある
　児童生徒について交流・協議を行った。

A

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

行動目標

○教育相談所を設置し、児童生徒について保護者・関係機関との緊密な連携のもと、適切な教育相談を行い、問題の

　早期解決を図る。

○適応指導教室（つばさ学級）を設置し、学校不適応指導生徒について、教育相談・適応指導・学習指導等の援助を

　行い、集団生活への適応や学校生活への復帰促進を図る。

○子育てファイルの配布･活用により、子どもの切れ目ない連携･支援をサポートする。

○就学前教育アドバイザーを配置し、就学前から子どもたちの状況を把握し、保護者・関係機関との連携、引継ぎ

　など適切な対応をする。

成果目標

○子ども支援指針に基づき、SSWやSCの機能を活かし、学校や関係機関・関係団体と連携して、４地区ネット

　ワークの機能をより充実させて、課題解決を図る。

○子育て電話相談フリーダイヤルを通して各種相談に対応し、面接や訪問活動を推進する。

○スタッフ会議、適応指導委員会を定期的に開催し、関係機関等との連携を密にする。

○子育てファイルを出生児、年中児などに配布し、関係機関とともに有効活用に向けた協議を行う。

○稚内市特別支援教育推進委員会の活動支援
○就学支援部会開催の子育て応援セミナーにおいて、就学前相談・指導

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

○教育相談の実施
○適応指導児童生徒に対する教育相談・適応指導・学習指導
○スタッフ会議、適応指導委員会の開催
○就学前教育アドバイザーが幼稚園･保育所と連携し相談対応･助言を行う。

上半期
○子育てファイルの配布（新生児用＝健康づくり課）

下半期

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

３．安心して子どもを産み育てられる環境づくり

３．地域の中で子どもを見守り育てる社会の形成

教育相談・不登校対策事業 学校教育課

事業目的
児童生徒の問題行動や悩み等に対して、適切な教育相談を行い、早期の問題解決を図る。

事業費（決算）
（単位：千円）

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

9,800千円 12,044千円 12,822千円 14,190千円

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○教育に関する相談は多様化･複雑化しており、退職教員や適任者の確保が課題である。
○小学校就学に幼保からスムーズに接続できるよう、関係者との連携が重要となる。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○保護者・学校などと連携し、より充実した体制のもとで活動できるよう推進する。
○就学前教育アドバイザーの役割･メリットが保護者や関係機関に浸透してきており、相談
　機会も増えていることから、さらに周知･連携を図り、より効果的な活用を進める。
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

キャリア教育の充実のため、教育と経済界が協働した取り組みを推進していく必要があり、稚内学を取り入
れた教育カリキュラムの構築や関係者で組織する協議体の設立にむけ検討を行い、コミュニティスクールが
十分機能するような整理が必要。

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

達成度・効果度

実施内容

これまで行ってきた教育連携会議の中で、「貧困解消のためには将来の社会的・
職業的自立が求められるため、幼少期からしっかりとした職業観を育むことが重
要」との意見・提唱が行われてきた。令和３年度もこれに基づき、キャリア教育
の推進に重点を置き事務局会議を行った。 B

成果等

教育連携会議事務局会議を年３回開催し、学習会を開催しながらキャリア教育に
ついて学びあった。

B

引き続き、子どもの貧困の現状について調査・研究を進め、子どもの将来がその生まれ育った環境に左右さ
れないよう、関係機関・関係部署と連携し、取り組んでいく必要がある。
将来、貧困状況に陥らないように、将来の社会的・職業的自立に向け、幼少期からしっかりとした職業観を
育むことが重要であり、キャリア教育の重要性を関係者が共通にしている。よって各教育段階における一貫
した取り組みの体制構築が求められている。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

行動目標

稚内市教育連携会議及び稚内市子どもの貧困対策プロジェクト会議を設置し、本市の子どもの貧困の現状に
ついて調査・研究を進める。

成果目標

○稚内市教育連携会議を開催し、子どもの貧困問題について協議する。
○稚内市子どもの貧困対策プロジェクト会議において、本市の子どもの貧困の現状を踏まえて
　調査・研究を進める。
○子どもの貧困に関する講演会・学習会を開催し、オール稚内で市民意識の醸成を図る。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

稚内市教育連携会議を１回開催。（紙面会議）
教育連携会議事務局会議を年３回開催。うち１回学習会を開催（講師：教育長、
稚内校長、稚内南中学校校長、教育相談アドバイザー）

上半期

稚内市教育連携会議を１回開催。（紙面会議）
教育連携会議事務局会議を年３回開催。うち１回学習会を開催（講師：教育長、
稚内校長、稚内南中学校校長、教育相談アドバイザー）

下半期

事業目的

本市の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、幼稚園・保育所、小中学校、養護学校、高等学
校、大学が公私立の枠組みを超えて連携し、ＰＴＡ、民生児童委員等との協力関係を強め、連
携・協力体制の推進を図る。

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）事業費（決算）
（単位：千円） 341千円 262千円 250千円 250千円

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

３．安心して子どもを産み育てられる環境づくり

３．地域の中で子どもを見守り育てる社会の形成

子どもの貧困対策推進事業 学校教育課
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

〇家庭児童相談については、相談件数は横ばいだが、複雑、多岐にわたる内容となっており、支援が長期化
　してきている。
〇ひとり親家庭等の相談については、新型コロナウイルス感染症の影響等による経済的支援の相談が増加し
　ている。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

〇家庭児童相談員を始め、児童相談に対応する職員等に対し、児童虐待対応に関する研修等の受講をすす
　め、スキルアップに努める。
〇経済的支援については、ハローワークと連携した就労支援や、他機関が実施している制度の把握を行い、
　利用できる支援について情報提供を行っていく。

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、ひとり親世帯に対し、国が実施する「子育て世帯生活支援特別
給付金」支給に関する事務を、母子・父子自立支援員が兼任で行った為、母子・父子自立支援員の報酬（基
本額分）の1/2を給付金事業から支出（688千円）したことにより。

達成度・効果度

実施内容

○家庭児童相談員及び母子・父子自立支援員による相談
○要保護児童対策地域協議会代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の
　開催
○児童扶養手当受給者に対する、生活保護受給者等就労自立促進事業の実施
○ひとり親世帯に対する自立支援相談及び自立支援給付金支給制度の説明

A

成果等

〇相談業務
　家庭児童相談件数　80件　　母子・父子自立支援員相談件数　64件
〇要保護児童対策地域協議会
　代表者会議（総会）　1回（書面表決）・実務者会議　2回
　個別ケース検討会議　18回
〇母子家庭等自立支援給付
　教育訓練給付金　1件　/　介護福祉士実務者研修受講
　高等技能訓練促進費等給付金　0件
〇生活保護受給者等就労自立促進事業　参加　8名
　就業に至った人　6名
　就業に至らなかった人　0名
　支援期間中　2名

A

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

行動目標

○児童の福祉に関し、必要な実情の把握及び情報の提供を行うとともに、家庭その他からの相談に応じ、
　必要な調査及び指導を行い適切な支援を行う。
○母子・父子自立支援員を配置し、母子家庭等の様々な相談に応じるとともに、就職や転職に有利となる
　資格・技能等の取得支援やハローワークと連携し就業支援を行う。

成果目標

○家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行い適切な援助を行う。
○要保護児童対策地域協議会の開催（代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議）
○母子・父子自立支援員による母子家庭等の様々な相談に応じる。
○母子家庭等に対し、就職や転職に有利となる資格・技能等の取得、就業支援を行う。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

上半期

下半期

○家庭児童相談員による家庭児童相談の実施
○要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議の実施
○母子・父子自立支援員による自立支援相談の実施

○稚内市児童問題連絡会総会（書面表決）

○新型コロナウイルス感染拡大防止の為、街頭啓発、研修会等実施なし

事業費（決算）
（単位：千円）

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

4,007千円 3,785千円 3,299千円 6,086千円

事業目的

○個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともにその
　権利を擁護することを目的とする。
○母子家庭等の家庭の状況等に応じて就業相談を実施するとともに、生活の安定と児童の福
　祉の増進を図るための相談等、母子家庭等への自立に向けた総合的な支援を行うことを目
　的とする。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

３．安心して子どもを産み育てられる環境づくり

３．地域の中で子どもを見守り育てる社会の形成

児童家庭相談・母子家庭等自立支援事業 こども課
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≪重点取組５≫ 

学校給食費負担半減 

    と地産地消の取組実施 
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

事業目的

本事業は子育て支援の一環として、準要保護児童に対する就学援助事業を拡大（延長）した事
業と位置づけ、低額所得世帯を対象に実施することにより、学校教育の充実及び子育て支援の
推進を図る。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

３．安心して子どもを産み育てられる環境づくり

２．子育て環境の充実

学校給食費助成事業 学校給食課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

○申請数が昨年と比べ約21.7％増加し、認定者の人数が増えたこと。
○前年度と比較して、給食提供数が増加しており、一人当たりの給食費の金額が増額している
　ことから、それに伴う助成金額も増加している。

事業費（決算）
（単位：千円） 6,764千円 6,942千円 8,604千円 8,628千円

行動目標

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

○給食費助成制度をより分かりやすく、対象者の申告漏れがないよう周知の徹底を図る。

成果目標

《助成対象人数及び助成額》
小学校　210人　　5,795千円
中学校　104人　　3,241千円

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

成果等

当初試算において令和元年度の給食費助成決算状況や令和３年度の児童・生徒数
見込等のデータを用いて、約16％の助成率を見込んでいた。小中学校において
令和２年度は否認定になったが令和３年度は認定となったケースが32件あり、
前年度の同ケースの倍近い件数があったことや、申請数自体の増加の影響から、
助成率は前年度と比較し1.98％増となった。結果的に義務教育では、15.38％
の助成率となり、予算算定時に見込んでいた件数に近しい数値となった。本助
成・生活保護・準要保護を含めると義務教育では24.58％が給食費に対する支援
を受けていることになる。

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

学校からの申請締切を８月末としているが、申請漏れ等で締切以降も給食センターで随時申請
を受付している。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

申請期限を含め、制度の周知を継続する。

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

達成度・効果度

実施内容

○学校に対して制度説明を行い協力依頼を行った。
○広報誌・ホームページなどにより周知の取組を行った。
○対象者の申告漏れがないように、前年申請があって申告がない方に対して、
　個別に申請の取組を行った。

B

通年

上半期

○学校への制度説明及び協力依頼
○制度周知活動
○申請受付・申請受理・交付決定・却下通知送付

下半期

○未納者への通知
○広報誌などによる再周知
○交付決定・却下通知送付
○給食費への歳入振替処理
○給食費の清算
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

事業目的

学校給食に稚内ブランドや地場産物の食材を取り入れることにより、食に関する指導の「生き
た教材」として活用し、子どもたちが、食材を通じて地域の自然や文化、産業等に関する理解
を深めるとともに、郷土を愛する心や食への感謝の念を育むことが出来るなどの高い教育効果
を期待するとともに、地産地消の推進を図る。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

１．次代を担う人材の育成と地域とともにある学校づくりの推進

１．生きる力を育む学校教育の充実

学校給食地場産物提供事業 学校給食課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

前年度は新型コロナウイルス対策である地場産品促進事業により、学校給食で使用する地場産
物を購入したことから支出額が減額となっていた。

事業費（決算）
（単位：千円） 8,744千円 6,607千円 8,942千円 8,953千円

行動目標

○「学校給食地場産物提供事業」を予算化し、稚内ブランドをはじめとした地域の食材を提供し地産地消
　と食育の推進を図る。
○栄養教諭による食に関する指導の充実を図る。

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

成果目標

○稚内ブランドや地産地消を季節に応じて提供する。
○各学校を巡回し、食の指導など学校との連携・調整を行い、学校給食を生きた食材として効果的に活用
　する。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

《地場産物の取組》
○学校教育における食育活動の生きた食材として活用された。
○地場産物の食材を通じて、地域の産業や食文化にふれながら「食」への関心
　と理解を深めることができたことと、児童生徒がより身近に実感をもって地
　域の自然・食文化・産業等について理解を深めることができた。
《栄養教諭による食に関する指導》
○各学校の希望に沿った形で食に関する指導を実施することができた。

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

当センターの施設関係上、生の魚をさばく事や泥付きの野菜を処理するなど、学校給食衛生管理基準上取り
扱えない為加工した食材の取扱が多くその分価格も高価になる。当市の特徴から地場産物は海産物が多いた
め比較的高価な食材を使用する事から学校給食に推進するには限界がある。また、不漁により学校給食に使
用する分量が確保できないなどの影響が発生してきている。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

食材納入業者に対して、引き続き安定した食材の供給や価格の据え置き、新商品の開発など協力体制を要請
し、栄養教諭を中心とした献立の工夫も進めて行くと共に、現在使用可能な地場産物の使用回数を見直す等
の工夫を行う。

達成度・効果度

実施内容

《地場産物の取組》
○稚内ブランドや地域の食材を使用し、季節に応じた給食を提供した。
☆稚内ブランドの提供回数（提供回数46回）
※一夜干姫ほっけ・稚内牛乳・宗谷の塩・宗谷のもずく
☆地場産物（提供回数53回）
※特製フランクソーセージ・さばの塩焼・ほっけのみりん焼き等
☆郷土料理の提供
※鶏ちゃん・各種すり身汁・呉汁・イモ団子汁・ジンギスカン・チャーメン、
　にんじんしりしり等
○地場産物の納品に関して、地元業者と連携した。
《栄養教諭による食に関する指導》
○「給食だよりダイジェスト」、「給食センターだより」、「献立表」
　「栄養価表」、「みんなの学校給食」の発行等、学校給食に関する情報発信
○給食時間での放送原稿を配布することにより、食に関する情報提供

B

成果等

通年
○給食献立作成委員会で稚内ブランドや地場産物の選定を行う。
○季節に応じた「稚内ブランド」、「地場産物」の提供を行う。

上半期
○指導希望校調査、日程調整
○巡回給食指導の実施

下半期 ○巡回給食指導の実施
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≪重点取組６≫ 

文化振興と郷土芸能の推進 
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

○企画会社との連絡、調整事務。

○公演企画に関する情報収集。

※主催事業の中止により、広報活動などは実施せず。

事業目的

地域に根差した国際色豊かな文化都市「稚内」を目指すため、舞台芸術の鑑賞機会を提供する
とともに、稚内総合文化センターの利用促進に努める。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

３．芸術・文化活動の環境づくり

稚内市文化事業振興協議会事業費補助事業 文化・社会教育課

事業費（決算）
（単位：千円）

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

2,700千円 1,224千円 0円 2,700千円

行動目標

○過去の公演実績や稚内総合文化センターの利用状況を鑑み、多彩な舞台芸術に触れる機会
　を提供する。

成果目標

○演劇ほか多彩な文化芸術鑑賞機会を創出する。
○プロの演劇を鑑賞するだけではなく、演劇サークル等に呼びかけ、市民参加型の事業を目
　指す。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

上半期

○総会の実施（書面開催）

下半期

○総会の実施。

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

当初予定していた公演が、新型コロナウイルス感染防止の観点から中止となったため。

達成度・効果度

実施内容

〇主催事業：演劇「清水ミチコトーク＆ライブ2021」 の開催【中止】

C

成果等

上記主催事業は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった。

C

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

○舞台芸術への興味、関心の喚起
○文化活動体験機会の確保
○コロナ禍における事業の実施

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○新たな広報手段を開拓するほか、時代やニーズに合った公演を選定する。
○各分野の文化団体と調整し、継続的に文化センターで文化の体験機会を確保する。
○必要な感染症対策を講じ、安心安全のなかで来場していただくよう呼びかける。

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

事業目的

成人が社会の一員として果たすべき義務と権利を再認識し、そしてその門出を市全体でお祝い
することを目的とする。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

３．芸術・文化の環境づくり

成人式典開催事業 文化・社会教育課

行動目標

会場内における新成人対しての啓蒙活動
市民団体によるアトラクションの実施
市内小中学校の恩師からのメッセージを届ける。

事業費（決算）
（単位：千円）

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

546千円 839千円 1,253千円 591千円

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

今後の取組

成人年齢引き下げに伴い、次年度から「成人式」の名称が「二十歳の集い」に変更となる。
そのため、式典内容（成人の誓いなど）についても変更をする必要がある。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

次年度から参加対象者が新成人ではなくなるが、あらためて成人としての責務の再認識をして
もらう場とし、今後も引き続き、参加者にとって記念すべき式典となるよう取組を進めてい
く。

成果目標

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

上半期

下半期

成人式典

式典に参加することで成人としての責務をきちんと認識してもらえる内容にする。

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

会場として使用している稚内総合文化センターが改修工事期間中であったため、サフィールホ
テルを会場として利用したため

達成度・効果度

実施内容

日　時：令和4年1月9日（日）　13：00～
会　場：サフィールホテル稚内
対象者：平成13年4月2日～平成14年4月1日生まれの方
参加者：新成人　225人（男 110人、女 115人）
　　　　来賓　　7人

B

成果等

コロナ禍のため、徹底した感染対策のもと式典を実施。
・ビデオメッセージを中止して記念冊子を作成・配布
・アトラクションを中止
・成人者のみで式典を実施
・動画配信サイトを利用してライブ配信

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○樺太出身者の高齢化が進んでおり、稚内や樺太に関する語り部的な方々から、当該地域に
　おける歴史を語り継ぎ、次世代に伝えていくため記録の映像化などアーカイブ化が急務で
　ある。
○外部講師を招いた講座の実施がコロナの影響により実施できなかった。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○講座などにおいて、樺太出身者の方々にも参加いただき、当時の状況等を語っていただく
　機会などを創出していく。
○より来館者にとってわかりやすく、地域の歴史を伝える事が出来るよう心掛けるとともに、
　興味を引くような企画展や関連企画などを実施する。

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

達成度・効果度

実施内容

下記企画展の実施
○企画展Ⅰ「樺太の街と暮らし～樺太連盟寄贈移動展パネルから～」
○企画展Ⅱ「斉藤マサヨシ写真展　利尻富士百景2021」
○企画展Ⅲ「稚内と樺太のつながり～モニュメントからみた稚内と
　　　　　　樺太」

B

成果等

○寄贈された写真パネルを整理するとともに、副港市場内港ギャラリーにて
　テーマ毎の展示、解説パネルの展示を行った。
○市内に点在する樺太に関するモニュメントから、稚内と樺太との歴史を伝え
　るパネル展示を行った。

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

行動目標

○常設展示を中心に企画展示や市民講座を開講し、市民に情報提供を行う。
○樺太と稚内とのつながりを示す資料を収集し、展示物の充実を図る。

成果目標

常設展示の充実を図るとともに、年間数回、テーマを設け企画展示を開催し、より多くの方々
に来館いただく。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

○常設展示と企画展示の実施。樺太資料の整理。寄贈資料の受け入れ。
　団体見学などの対応。

上半期

下半期

事業費（決算）
（単位：千円）

H31（R1）年度 R2年度 R３年度 R4年度（予算）

9,906千円 7,602千円 3,744千円 3,942千円

事業目的

稚内市樺太記念館において市民や観光客に樺太と稚内の歴史や文化を紹介し、当該地域におけ
る特徴を伝えるとともに、施設を適切に維持管理する。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

４．自然・歴史・産業などを学ぶことによる郷土観の確立

樺太記念館維持管理事業 文化・社会教育課
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≪重点取組７≫ 

生涯教育の推進と支援 
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

達成度・効果度

実施内容

○高齢者大学【声問 楽生大学】
　体験学習（うどんづくり）、健康講座（食生活・軽体操、座ってできる
　体操）、施設見学、ものづくり（正月リース）
○高齢者大学【いきいき大学】
　ものづくり（スライド式の本立て、正月リース）※声問と合同
　健康講座（食生活・軽体操）※声問と合同
　趣味体験（そば打ち、一口ピザ、手打ちうどん）
〇子どもの広場
　木工作（スライド式・引き出し付き本立て、リトルチェア、小物入れ）

　工作（マリンドーム、バック作り、つるし飾り、正月リース、小物ケース、
　ミニバスケット、スノードーム、正月リース、クリスマスリース）、

　電子工作、調理（どら焼き、いももち、一口ピザ、手打ちうどん）

○風～る主催体験事業
・ものづくり（クリスマスリース、正月リース）、そば打ち体験
・風～るクラブ「キッズ木工教室」（ミニチュア椅子づくり）

Ａ

成果等

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い中止となった事業がいくつか
あったが、生涯学習推進アドバイザーが持つ知恵や知識、技能を活用し
子どもから高齢者を対象にした学びの場を提供することができた。
また、アドバイザーが事業の企画・立案を行う際、いくつかの事業にお
いて地域の人材を活用することができた。

Ｂ

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

事業目的
生涯を通じて市民ひとり一人の好奇心を総合的かつ継続性をもって応援し、その学びの活動の
様子や成果を積極的に外に発信し、より意識が高い生涯学習社会を構築する。

事業費（決算）
（単位：千円） 10,127千円 6,077千円 8,090千円 8,604千円

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

１．誰もが気軽に学べる生涯学習の推進

生涯学習活動支援事業 生涯学習総合支援センター

行動目標

○関係機関のコーディネート（生涯学習推進アドバイザーを中心に、学校教育機関のメンバーとの連絡調整
　や、共同事業の推進にあたってのコーディネートを図る）
○施設情報の積極的な外部発信（各種講座、サークル活動の様子を外部に積極的に発信し、より多くの市民
　が施設について理解を深められるような取り組みを行う）

成果目標

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○学校教育機関（教育相談所・教育研究所）のマンパワーを活用した講座等ができていない。
○高齢者大学（声問楽生大学）の学生の平均年齢が高くなってきており、活動に個人差も生じてきている
　ことから、進め方と講座内容について検討していく必要がある。
○風～る主催体験事業における中間層（年齢）を対象にした体験活動の充実。
○実施事業等の情報発信の工夫。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○生涯学習推進アドバイザーを通じて、学校教育機関との連絡調整を継続して行い、開催可能な講座を模
　索する。
○高齢者大学及び市で行ったアンケートの結果等を参考に高齢者のニーズを把握する。
○ＦＭわっぴー、稚内市のＨＰを積極的に利用しながら、情報の発信を行う。

○学習メニューの開発（施設を活用した学社連携による学習メニューの創出や、これまでの市民講座にとら
　われない新たな講座を検討し実践していく）
○親しまれる施設としてのイメージの定着（施設内にあるＦＭわっぴー放送局を効果的に活用し、「ここに
　来るとこんなことが出来る、こんな活動の様子を見られる」などのイメージを市民に定着させていく）

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年
○高齢者大学《声問楽生大学》…体験学習、健康講座
○風～る主催体験事業‥‥‥‥…ものづくり

上半期

○子どもの広場【前期】……………………ものづくり（木工・工作・調理）
○高齢者大学《いきいき大学-前期-》…ものづくり（木工・調理）　・健康講座
○風～る主催体験事業……………………風～るクラブ「キッズ木工作教室」-前期-

下半期

○子どもの広場【後期】…………………ものづくり（木工・工作・調理）
○高齢者大学《いきいき大学-後期-》…体験学習（調理）　・ものづくり（木工）
○風～る主催体験事業……………………風～るクラブ「キッズ木工作教室」-後期-
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

達成度・効果度

実施内容

○市民講座　（全13講座を実施 参加者107人）
○稚内学　　（1回）参加者８名
○ふるさと・子ども夢プロジェクト（高校生417名　中学生230名）
　講師：根生　道明　氏（東京宗谷物産代表）
　　　「稚内で生まれ育った一人として」
○学びと遊びの玉手箱の発行
（登録団体89、指導者46名、各協会等関係団体81団体）

B

成果等

○コロナ禍による影響はあったものの市民講座では風～るを積極的に活用し、
　人気の高い講座をベースに新たな分野に取り組んだ。
　稚内学は専門の講師を迎え、座学を中心に受講者からも満足度が高かった。
○子ども夢プロジェクトでは、稚内に縁のある首都圏で活躍する各種著名人に
　講師として中高生に人生や経験・夢について語っていただき、生徒一人ひと
　りが自分の将来を考える機会を設けることができた。

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

事業目的

教養・生きがい・キャリアアップ・技能や知識の習得・学習相談など、幅広い年齢層の学習ニーズに対応す
ることで、市民全体の学ぶ意識の向上を図る。

事業費（決算）
（単位：千円）

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

1,570千円 1,330千円 1,215千円 1,542千円

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

１．誰もが気軽に学べる生涯学習の推進

社会教育推進事業 文化・社会教育課

行動目標

生涯学習推進アドバイザーや地域人材、本市や本市に縁のある人材を効果的に活用し、主に成人を対象とす
る趣味などに活用できる市民講座をはじめとする各種講座、稚内学では地域を素材とする学習メニューを考
案・提供するなど、多様な年齢層に対応した学習機会の場を提供していくと共に、地域人材の掘り起しや情
報整理を行う。

成果目標

○地域やサークル、新たな人材を活用するなど講座を実施して学習メニューを提供していくことで学習意欲
　を育み、あらゆる年齢層にわたる生涯学習社会の構築を目指す。
○本市の歴史や自然、人物、文化など色々なことを学ぶことにより、「稚内」の新たな魅力を発見すると
　共に、ふるさとに対する誇りや『まちづくり』につながる郷土愛を育む。
○本市に縁がある各界で活躍する方々を講師に迎え、中学校・高等学校で講演を実施し、生徒たちが夢や
　希望をもって自分の将来や進路を考える機会とする。
○人材バンクの更新作業を行い、市民への学習機会提供の幅を広げる。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年
○講座の受付・実施
○サークルや市民活動団体の情報把握(人材バンク)

上半期
○稚内学（前期）
○市民講座（前期）

下半期

○稚内学（後期）
○市民講座（後期）
○ふるさと・子ども夢プロジェクトの開催

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○コロナ禍により思うような事業展開ができなかった。今後も新たなメニューの開発や受講者獲得のため
　積極的な発信を行う。（他の講座や事業との連携など）
　また、市民講座をはじめ、子ども達や市民にどのような体験・学習の場を提供していくかが課題である。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○生涯学習アドバイザーほか、多様な地域人材の活用を視野に事業展開を進め、新たなサークル活動の創
　出につながる体験メニュー、学習ニーズについて取り組む。
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

達成度・効果度

実施内容

○ブックスタート、読み聞かせ、団体貸出・ブックパック等の実施
○図書館友の会などのボランティア団体と連携したイベントの開催
○季節に合わせたものや趣向を凝らしたものなど、様々な情報発信、
   図書展示による読書啓発

B

成果等

○児童向けに新たな団体貸出パックを作成し、学校や学童保育所向け
   などの団体貸出数を伸ばしている。 B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

事業目的

子どもの自主的な読書活動を促進するためには、図書館・家庭・地域・学校などの役割を明確
にするとともに、関係機関や団体などと連携し、様々な取組を推進する。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

１．誰もが気軽に学べる生涯学習の推進

図書館活動事業 図書館

事業費（決算）
（単位：千円）

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

13,100千円 15,240千円 15,785千円 16,661千円

行動目標

○第三次稚内子どもの読書活動推進計画に基づいた、子どもの読書活動の推進、読書環境の
　整備・充実を進める。

成果目標

○読書環境づくりや、読書の楽しさを実感できる事業の実施による利用者の増加
○学校図書館との連携を図り、子どもの読書離れの対応をする。
○インスタグラムやHPを活用した情報発信の強化

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

○ブックスタート（現在配付のみ）、読み聞かせ、団体貸出・ブックパック等の
　実施
○読書通帳の配布
○インスタグラムなどの情報発信

上半期
○図書館フェスティバルの開催

下半期

○図書館まつりの実施
○読書感想文コンクールの実施

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

今後の取組

○人口減少や少子化、活字離れなどの影響により、年々貸出利用者数が減少している。
○新型コロナウイルス感染症による休館や外出自粛により、コロナ前と比べると閲覧のみの
　利用者数を含めた図書館利用者数が64％減少している。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○コロナ禍の状況を見ながら、自宅や学校で読書を楽しめるようサポート体制を整える。
○図書館が、地域をつなぐ場となることが望ましいが、コロナ禍の状況においては難しい
　ことから、学校や地域に図書館が出向いてサービスを提供するアウトリーチサービスを
　取り進める。
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

１．誰もが気軽に学べる生涯学習の推進

青少年科学館管理運営事業・青少年科学館主催事業 科学振興課

R2年度 R3年度 R4年度（予算）

事業目的

青少年が、科学現象の不可思議への好奇心を発端として、科学に対する関心と探究心を育てて
いく機会と場を提供することを目的として本事業を行う。

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

達成度・効果度

実施内容

事業費（決算）
（単位：千円） 15,341千円 12,347千円 12,052千円 19,982千円

行動目標

○科学に触れ合う機会の増進（理科実験教室等の充実）
○科学を身近に感じられる環境づくりの推進（展示物の工夫をし、楽しく体験し学習できる）
○学校教育への支援（職場体験、インターンシップの受入、学習投影等）

成果目標

○実験教室の内容や回数等の見直し及び実行をする。
○低予算での展示物の自作や巡回展の積極的導入をする。
○利用者及び入館者の増加を図る。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

H31（R1）年度

○サイエンス事業の推進（理科実験教室等の実施）
○企画展・巡回展の実施。
○天文普及事業の実施（市民天体観望会、移動天体観望会、天文現象観望会）
○プラネタリウム普及事業（一般投影、学習投影）
○職場体験、インターンシップの受入

上半期
○サイエンスクラブ前期の実施。
○サマースクールの実施。（水族館合同）

下半期
○サイエンスクラブ後期の実施。
○冬休み自由研究の実施。

○サイエンス事業

・わくわくサイエンス５回　・冬休み自由研究１回

・キッズチャレンジ３回　　・ちょこっとラボ８回、

・大人のためのサイエンス工房３回　・サイエンスクラブ前期のみ

○科学普及事業（巡回展示４回）

○天文普及事業（市民天体観望会２回、天文現象観望会１回）

○プラネタリウム普及事業

（学習投影７回、南極の夜空オーロラ７３回、一般投影７１回）

B

成果等

○入館者数

　R３年度 26,958人、R2年度 26,311人（＋647人 2.5%増）

○サイエンス事業参加者数

・わくわく77人　・自由研究15人　・キッズチャレンジ27人

・ちょこっとラボ191人　・サイエンス工房13人

・サイエンスクラブ8人

○科学普及事業（巡回展観覧者数） 19,147人

○天文普及事業（市民天体観望19人、天文現象観望会10人）

○プラネタリウム普及事業

（学習投影174人、南極の夜空オーロラ485人、一般投影725人）

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○建物の外観、内装の補修、設備の更新。
○展示物の更新。
○R６年度開館５０周年に向けた準備（資料収集等）

○建物の補修計画、設備の更新計画の見直しと新たな年次計画の作成。
○職員による、予算内での体験でき楽しく学べるための展示物の企画、作成。
○他館からの展示物の寄贈、交換、情報交換。
○50周年に向けた事業計画の作成、図書館や報道機関、市民等からの情報収集。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

１．誰もが気軽に学べる生涯学習の推進

水族館施設維持管理事業・水族館飼育事業 科学振興課

行動目標

○建物の補修、設備の更新等。
○企画展の実施。
○学校教育の支援。

成果目標

○建物の補修、設備の更新等への予算計上。
○利用者増を図る。
○自然環境教育学習への職員派遣、職場体験、インターンシップの受入。

事業目的

周辺海域に生息する水棲生物の生態を直に見ることができる機会と場を提供することにより、
青少年が野生動物と自然環境に対する興味と関心を更に深めていく一助とすることを目的とし
て本事業を行う。

事業費（決算）
（単位：千円）

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

45,154千円 36,561千円 35,196千円 31,337千円

通年

○建物の補修及び設備の更新。
○展示生物の収集、企画展の開催。
○自然環境教育学習への職員派遣、職場体験、インターンシップの受入。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

下半期
○冬季企画展の実施。
○職場体験、インターンシップの受入。

上半期

○サマースクールの開催。（科学館合同）
○企画展の準備及び開催。
○ペンギンのおさんぽ夏。
○職場体験、インターンシップの受入。

今後の取組

○施設の老朽化に伴う外観および内装の補及び設備機器の更新、修繕。
○展示生物の確保。
○地球温暖化による海水温の上昇等により、寒流系の魚類の寄贈等が減少傾向にあり、
　確保が難しくなったため、展示生物の見直しが必要。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○建物の補修計画、設備の更新計画の見直しと新たな年次計画の作成。
○近隣の漁業関係者、水産試験場、漁組への展示生物の支援依頼の継続。
○基本は寒流系魚類、アザラシを中心とした展示だが、寒流系以外の魚類、水棲生物の
　展示の検討を行う。

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

　

達成度・効果度

実施内容

○企画展
・上半期「フラワー展」4/29～5/16
・下半期「とら年展」2/22～3/31
○サマースクール 7/31
○ペンギンのおさんぽ夏 8/1～8/１５
○職場体験、インターンシップの受入。

B

成果等

○入館者数
　R３年度 26,958人、R2年度 26,311人（＋647人 2.5%増）
〇企画展（冬季企画展含）観覧者数 5,688人
○サマースクール 参加者数 12人
○自然環境教育学習への職員派遣（２校）
〇職場体験・インターンシップ受入数（７校　20人）

B
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

令和４年度の増額は、令和３年度の「友好都市スポーツ交流事業（沖縄県石垣市）」
が中止となったが、今年度は実施見込のため。

達成度・効果度

実施内容

○スポーツ教室（親子：延べ324人、ジュニスポ：延べ2,572人）
○新体力テスト実施支援事業（小学校3校：延べ76人）
○地域スポーツ活動普及事業（2団体：52人）
○種目別スポーツ教室：4種目5教室・参加者66人
　卓球教室3人/杖道教室4人/剣道教室29人/
　スノーボード教室小学生26人/スノーボード教室一般4人
○市民スポーツ交流事業（陸上競技協会他計4団体）
○指導者育成事業（新型コロナの影響により開催無）
○競技力向上事業
　・全道レベル強化事業助成（剣道連盟他計3団体3事業）
　・研修事業開催助成（外部指導：バレーボール協会他計6団体6事業、
　　内部指導：卓球協会他計11団体21事業）
○強化事業開催助成（柔道連盟他計3団体3事業）
○競技力向上研修会（剣道連盟他計6種目242人）
○スポーツ少年団育成事業
　・全道大会出場団体助成（柔道少年団他計15団体140人）
　・青少年健全育成事業（管内少年団軟式野球交流大会1事業64人）
　　　※他事業（新型コロナの影響により開催無）
○スポーツ交流事業（石垣市交流：新型コロナの影響により中止）

B

成果等

○コロナ禍のため、市民の健康・体力づくりに関する事業がコロナ前と比較し
　て減少しているが、一定の健康増進に繋がっていると評価している。
○コロナ禍のため、競技団体による指導者育成や研修事業が出来なかったり
　減少している。

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

事業目的
スポーツ教室や交流事業を実施するとともに、スポーツ協会が行うスポーツ教室や体力診断、
指導者・スポーツ団体の育成事業を支援する。

事業費（決算）
（単位：千円）

行動目標
〇すべての市民がスポーツに親しむことができる環境を整備するため各事業を実施する。

H31（R1）年度 R2年度 R3年度 R4年度（予算）

16,994千円 12,784千円 16,637千円 18,087千円

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

２．生涯スポーツの推進

市民スポーツ活動促進事業 総務・スポーツ課

成果目標

〇市民の誰もがそれぞれの体力や年齢、興味・目的に応じて、スポーツに親しむことができ
　る環境を整備し、スポーツ活動を通じて健康でいきいきと生活できるまちを創造する。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年
スポーツ教室等実施事業、種目別スポーツ教室開設事業、指導者育成
事業、競技力向上事業、スポーツ団体育成事業

上半期 スポーツ交流事業、新体力テスト実施支援事業、市民スポーツ交流事業

下半期 地域スポーツ活動普及事業

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○運動やスポーツ離れが進んでおり、スポーツ実施率がH29で52％となっており、目標値
　の65％に届いておらず、アフターコロナを見据えて積極的に周知等を行っていく。

○令和５年度に稚内市スポーツ推進中期計画を策定するにあたり、令和４年度は市民アン
　ケートを行うため、市民の意識やニーズが５年前と比較してどのように変化しているか
　等を調査し、様々な世代にスポーツを気軽に楽しめる環境づくりを進めていく。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策
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１ 新型コロナウイルス感染症について 

   2019 年 12 月に発生した新型コロナウイルス感染症は、その特性が異なる多様な

変異株も含め、世界的な流行をもたらし未だ終息するに至っていません。 

   国は、この間、各自治体による住民へのワクチン接種と並行しながら、緊急事態

宣言やまん延防止等重点措置等により、感染拡大防止に向けた取り組みを行ってき

ました。また、北海道においても、不要不急の外出、移動を控える呼びかけや、感

染状況に応じた特別対策期間等を設ける等、感染防止対策に取り組んできましたが、

2022年に入り、再び感染者が増加し、北海道におけるまん延防止等重点措置を開始、

本市においても施設休館等の独自の感染対策を実施してきました。 

 

２ 本市教育への影響と対応について （令和３年度内） 

令和３年度以降の国や北海道の緊急事態等を受けた対応、各教育施設としての独

自対応は次頁のとおりです。 

教育活動に関わらず、全市的に、感染防止の取り組みが優先されるべき課題とし、

文化・社会教育施設、スポーツ施設の入場制限、休館のほか、イベント・事業の中止

に至り、市民の文化・社会教育・スポーツ活動に停滞が生じました。 

なお、保育を要する家庭の児童をお預りする保育所・学童保育所は、感染防止に

十分留意したうえで、原則開所とし、学校の臨時休校時は学童保育所を朝から開所

する等の対応を行ってきたほか、利用制限や閉鎖をした子育て支援センターにおい

ても、電話相談等での支援を行ってきました。 

また、学校では感染拡大防止に取り組むため、やむをえず行事の規模縮小や延期

等を行いましたが、制限がある中でも工夫を凝らしながら学校生活への影響が最小

限となるよう取り組みを行ってきました。 

 

 

 

 

 

Ⅳ 新型コロナウイルス感染症の影響 
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月 日 主 な 対 応 

令和 3年 4月 23日 □国、4都府県を対象に緊急事態宣言 4/25～5/11まで 

 5月 7日 □国、緊急事態宣言対象地域の適用期間を 5/31まで延長 

 5月 7日 □国、2県を緊急事態宣言対象地域として追加 5/31まで 

 5月 14日 □国、北海道ほか 2県を緊急事態宣言対象地域として追加 5/31まで 

 5月 16日 ○北海道における緊急事態措置 5/16～5/31まで 

 5月 16日 ●次の教育委員会施設の 5/17～5/31までの休館を決定 

  

市立図書館、稚内総合文化センター、生涯学習総合支援センター、 

稚内市樺太記念館、旧瀬戸邸、青少年会館、コミュニティセンター、 

少年自然の家、上声問自然体験施設、水夢館、体育館、球場・球技場、 

庭球場、パークゴルフ場、稚内市みどりスポーツパーク、ノシャップ

寒流水族館、青少年科学館、北方記念館・百年記念塔、地域子育て支

援センター 

 5月 21日 □国、沖縄県を緊急事態宣言対象地域に追加、適用期間 6/20まで 

 5月 28日 □国、9都道府県の緊急事態宣言対象地域適用期間を延長 6/20まで 

 5月 28日 ○北海道における緊急事態措置を延長 6/1～6/20まで 

 5月 29日 ●教育委員会施設の 6/20までの休館延長を決定 

 
6月 17日 

 

□国、緊急事態宣言を 6/20で一部解除、対象は沖縄県 1県に 

（7/11まで） 

 6月 19日 ●次の教育委員会施設の 6/21からの開館を決定 

地域子育て支援センター、ノシャップ寒流水族館、稚内市青少年科学 

館、青少年会館、上声問自然体験施設、体育館、球場・球技場、パー 

クゴルフ場、庭球場、樺太記念館、旧瀬戸邸、北方記念館・開基百年 

記念塔 

  

  

●6/22から開館 

生涯学習総合支援センター、市立図書館、コミュニティセンター 

少年自然の家、水夢館、みどりスポーツパーク、 

稚内総合文化センター 

 
7月 8日 

 

□国、緊急事態宣言対象地域に東京都の追加及び適用期間の延長 

 8/22まで 

 
7月 30日 

 

□国、緊急事態宣言対象地域に 1府 3県を追加及び適用期間の延長 

 8/31まで 

 
8月 17日 

 

□国、緊急事態宣言対象地域に 1府 6県を追加及び適用期間の延長 

 9/12まで 

 8月 25日 □国、緊急事態宣言対象地域に北海道ほか 7県の追加 9/12まで 

 8月 26日 ○北海道における緊急事態措置 8/27～9/12まで 

 8月 30日 ●次の教育委員会施設の 8/30～9/12までの利用制限を決定 

  

ノシャップ寒流水族館、稚内市青少年科学館、樺太記念館、旧瀬戸邸、 

北方記念館・百年記念塔、生涯学習総合支援センター、青少年会館、 

コミュニティセンター、自然の家、上声問自然体験施設、水夢館、体 

育館、みどりスポーツパーク、市営球場、大沼球場、第 2球場、富士 

見球技場、緑庭球場、宝来庭球場 

 
9月 9日 

 

□国、緊急事態宣言対象地域の一部解除（2県）及び適用期間延長 9/30 

まで 

 9月 10日 ○北海道における緊急事態措置の延長 9/30まで 

 9月 13日 ●教育委員会施設の利用制限期間を延長 9/30まで 

 9月 28日 □国、9/30をもって緊急事態宣言対象地域の解除 
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月 日 主 な 対 応 

令和 4年 1月 25日 ○北海道におけるまん延防止等重点措置 1/27～2/20まで 

 1月 26日 ●次の教育委員会施設の 1/27～2/20迄の利用制限を決定 

  
ノシャップ寒流水族館、稚内市青少年科学館、稚内市少年自然の家、 

市立図書館 

 1月 28日 ●次の教育委員会施設の 1/29～2/4までの休館を決定 

  

ノシャップ寒流水族館、稚内市青少年科学館、生涯学習総合支援セン 

ター、稚内市青少年会館、コミュニティセンター、稚内市少年自然の 

家、稚内市自然体験施設、体育館、稚内市みどりスポーツパーク、稚 

内市こまどりスキー場、稚内市上勇知スキー場、稚内市樺太記念館、 

旧瀬戸邸、市立図書館、児童館、港ふれあいセンター 

 2月 2日 ●教育委員会施設の休館期間を延長 2/11まで 

 2月 9日 ●教育委員会施設の休館期間を延長 2/20まで 

 

 

 

 

 

2月 21日 

 

 

 

 

●教育委員会施設の 2/21からの開館を決定 

ノシャップ寒流水族館、稚内市青少年科学館、旧瀬戸邸、児童館、 

港ふれあいセンター、稚内市青少年会館、コミュニティセンター、 

稚内市自然体験施設、稚内市みどりスポーツパーク、稚内市こまどり 

スキー場、稚内市上勇知スキー場 

 
 

 

●2/22から開館 

稚内市樺太記念館、生涯学習総合支援センター、北コミュニティセン 

ター、稚内市少年自然の家、体育館、市立図書館、稚内市温水プール 

水夢館 
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【 遠藤 孝夫 氏 】 （育英館大学 情報メディア学部長） 

 

１  総 評 

 稚内市教育委員会による令和３年度稚内市教育委員会活動状況及び点検・評価は、妥

当である。 

 稚内市教育委員会の活動状況に関して、教育委員会会議及び総合教育会議は適切な時

期に適正に開催され、必要な審議及び協議がなされている。また、教育委員が教育現場

の状況を理解し、職務遂行に必要な知識を習得する機会が推進されている。 

 稚内市教育委員会で実施した重要施策の中から評価が行われた 19 事業に関して、適

正な自己評価がなされている。 

 以上より、令和３年度稚内市教育委員会活動状況及び点検・評価が妥当であると結論

付ける。 

 令和３年度における教育委員及び関係各位のご尽力に敬意を表する。 

 引き続き、家庭教育、学校教育、社会教育のそれぞれを充実させるとともに相互の連

携を図り、社会の発展に資することを期待する。 

 

２  事業の点検・評価に対する意見 

（１）教育委員会の活動状況について 

 令和３年度は、教育委員会会議は定例会と臨時会を合わせ 13回開催されている。 

 また、総合教育会議は１回開催されている。これらの会議は定期的に開催され、諸課

題についての審議や報告、協議が適切になされていると判断される。 

 教育委員にとって必要な知識を獲得し、教育現場の現状を理解することは、職務遂行

の上での前提条件である。教育委員は、令和３年度に３校の学校視察訪問を行っている。

その他の活動として、教育委員は研修会の参加や他の自治体の教育委員会との意見交換

を通して、職務遂行に必要な知識の習得に努めている。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策のため学校行事や研修会への参加は困難であっ

たが、市長との意見交換を行いつつも、市長から独立した合議制の執行機関として教育

行政の推進が図られている。 

Ⅴ 学識経験者の意見 
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 このように、知識獲得と現状理解に関わる取組は適切になされている。 

（２）事業に対することについて 

  19事業のうち、７事業について意見を述べる。 

①「放課後学力グングン塾開催事業」について 

  前年度はコロナ禍の影響を大きく受けたが、令和３年度は概ねスケジュール通り実

施された。 

  児童を対象としたアンケートの結果は、自分でたてた目標を達成できた、あるいは

だいたい達成できたと回答した割合が 3年生 92.9％、4年生 88.2％と、それぞれ前年

の 3年生 79.8％、4年生 79.2％より向上している。保護者を対象としたアンケートの

結果も、学習意欲がついた、あるいは少しついたと回答した割合が 3 年生 80.9％、4

年生 79.6％と、それぞれ前年の 3年生 78.3％、4年生 78.1％より向上している。繰り

返し取り組むことで計算が早くなるなどの効果が出ていることについて、児童・保護

者双方のアンケート結果からも推察される。 

 今後は、本事業に参加した児童の学習習慣の継続と、指導員不足を補完するために

タブレット端末の有効活用が期待される。 

本事業では育英館大学で将来の職業として教員を志望している学生も指導助手を務

めており、本学としても今後も主体的に関わっていきたいと考えている。 

 

②「ＧＩＧＡスクール構想整備事業」について 

国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、市内小中学校の 1 人１台のタブレット端末整

備が目的とされ、その一環として、令和３年度は周辺環境の整備のため市内８校にＧ

ＩＧＡスクール専用回線が設けられ、安定したネット環境やセキュリティの強化が図

られた。 

今後の取組に記載されているように、使用の基準やルール作りが求められる。また、

活用方法の検討が必要であり、各学校や教員による取組のほか、学校間の連携のため

学校情報化推進協議会の継続的な取組が望まれる。 

 

③「子育て推進事業」について 

前年度に続き、子育ての日事業、第１回子ども会議、全市子育て交流研修会は中止

されたが、第２回子ども会議はオンラインにて開催されるなど、コロナ禍にあっても、

工夫して取り組まれている。教育講演会も実施され、学校や教育機関との連携が必要
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な子育て推進協議会にかかる事業は、一定程度の取組は遂行されたものと評価される。 

  今後は子どもたちのおかれている現状の把握を踏まえ、児童生徒の生きる力を向上

させて学力向上にも結びつくように、コミュニケーション能力やスマートフォン等を

上手く活用する力を育むことができる事業の展開が期待される。 

 

④「子どもの貧困対策推進事業」について 

子どもの貧困問題への対応は、稚内市の将来を考える上で、極めて重要な施策であ

る。 

教育相談所等における教育相談、適応指導教室（つばさ学級）における相談・指導、

子育てファイルの活用によるサポート、就学前教育アドバイザーによるサポート等、

目標とされた行動が、連携を図られながら遂行されたものと評価できる。 

就学前教育アドバイザーについては、その役割・メリットが保護者や関係機関に浸

透してきており、相談機会も増えているとのこと、さらに周知・連携を図り、より効

果的な活用を進めるとともに、その活動状況に関し他の取組と同様に可能な範囲で定

量化できると良いものと思料する。 

 

⑤「学校給食地場産物提供事業」について 

  児童生徒が地域社会について学ぶ上で食育は有効であり、本事業は極めて重要であ

る。 

学校給食において、稚内ブランドや地場産物、郷土料理の提供が進められながら、

栄養教諭による食に関する指導も行われており、食育の推進が図られている。 

  給食センターには、加工した食材でなければ調理できないといった制約があるもの

の、今後も引き続き実施することが望まれる。 

  また、給食で提供された食材及び関連する産業に関して調べ学習を行うなどの授業

展開を組み合わせることで、さらに充実した事業に発展しうるものと期待される。 

 

⑥「成人式典開催事業」について 

  令和３年度（令和４年１月９日(日)）は、会場として使用している稚内総合文化セ

ンターが改修工事期間中であったため別会場（サフィールホテル）であったことを除

き、例年同様成人式典が開催された。 

  民法の成年年齢を 20歳から 18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改
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正する法律が成立し、令和４年４月１日から施行された。このため、次年度からは参

加対象者が新成人ではなくなり、名称も「二十歳の集い」と変更されるが、参加者が

社会の一員としての責務を再認識できる機会となるような取組が求められる。 

 

⑦「生涯学習活動支援事業」について 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった事業がありながらも、「風

～る わっかない」に常駐している生涯学習推進アドバイザーの協力を得つつ、子ども

から高齢者まで幅広い市民を対象とした学びの機会が提供された。生涯学習推進アド

バイザーが事業の企画や立案を行う際に、地域人材の活用が図られたことも評価され

る。 

今後は、生涯学習推進アドバイザーを通じた学校教育機関との連携といった課題及

び改善策として挙げられている事項を考慮の上、高齢者大学及び本市で実施されたア

ンケート調査の結果等を参考にして、ニーズを踏まえた更なる内容の充実が期待され

る。 
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【 小島 康秀 氏 】 （稚内市校長会 会長） 

 

１．総 評 

   令和３年度に実施した稚内市教育委員会の「重点取組」及び「令和３年度教育行政

執行方針」の施策に関して「稚内市教育委員会活動状況に関する点検・評価報告書」

の内容を確認したが、活動状況の内容及び点検，評価は適正と判断する。 

  長く続くコロナ禍の中、事業そのものの実施が危ぶまれる状況もあったかと思うが、

各部署における計画に基づき、事業の推進に尽力された教育委員会に敬意を表する。 

 人口減少が止まらない地方都市にとって、その街の未来を託せる人材を育成すること

は重要な課題である。それには多くの時間と財源が必要となり、成果もすぐ出るもの

ではないが、本市がこれまで大切にしてきた「地域ぐるみの子育て運動」の理念の下、

「未来を切り拓く心豊かな子ども」の育成のため、これからも関係機関が一体となっ

た教育関連政策に取り組むことを期待する。 

 

２．事業の点検・評価に対する意見 

（１）教育委員会の活動状況について 

令和３年度の教育委員会議は、コロナ禍であるにもかかわらず当初の計画通り、

１３回行われ、案件について丁寧な報告と協議がなされてきたと考える。 

総合教育会議は例年通りに行われ、本市の教育課題について協議がなされたと考

える。特に令和５年度より始まるコミュニティ・スクールに関しては、今後の稚内

市の教育政策と地域づくりを統一的に進めるための方向性について、委員の理解を

図る場となったと考えている。 

令和３年度の教育委員の学校視察訪問は小中学校３校に対して行われた。第２回

に稚内中学校、第３回に稚内中央小学校を訪問したことで、今後の義務教育学校設

置に向け、北地区の小中学校の状況把握ができる場であったと考える。 

 

（２）各事業の点検評価に関する意見 

①放課後学力グングン塾開催事業 

  対象児童の半数を越える参加率となっていることから、児童や保護者のニーズに

合った事業であることがわかる。児童本人の自己目標に対する達成度も高く、保護

者から評価も高い。基礎的な学習内容の定着と共に、学習に対して意欲的になった
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と感じる保護者の意見が多いことから、指導員の確保と共に事業の継続、拡充を期

待する。 

 

②英語指導員配置事業 

  2020年度から必修となった小学校の英語は、基本的には担任が指導することにな

っているが、全員が英語指導の専門教育を受けている訳ではない。学校現場では研

修による授業力の向上も進められてはいるが、指導に苦労している声も聞こえる中、

補助員の配置が大きな成果を上げていることがわかる。人材確保の難しさもあるか

と思うが更なる拡充を期待する。 

 

③GIGAスクール構想整備事業 

  新型コロナウイルスの感染拡大により、１人１台のタブレット端末の整備が急速

に進んだ。感染により登校できない児童生徒に対してもオンライン授業を行うなど、

子どもたちへの学びの保障が担保されたが、それを支えるネット環境の整備やセキ

ュリティ対策を計画的に進めてきたことは評価に値する。 

「学校教育情報化推進検討委員会」の開催により、学校現場の声を聞く体制も整

い、ハード面での整備が進んだ。今後は、「個別・最適な学び」の実現を目指した学

校現場での ICT機器の活用と充実が求められる。 

 

④子育て推進事業 

  コロナ禍にも関わらず「子育て平和の取組」や「教育講演会」などの事業が行わ

れたことは評価できる。実施できなかった事業もあったが、オンラインを活用する

など、新たな方法で実施できたことはひとつの成果といえる。 

多くの地区で地域行事の自粛を余儀なくされたが、そのことが学校・家庭・地域

との繋がりの重要性を再認識する結果となった。これからも「市民ぐるみの子育て

運動」の理念を大切にした事業の推進を期待する。 

 

⑤教育相談・不登校対策事業 

  コロナ禍により不登校が増加している全国の状況から見ても、本市における不登

校対策は成果が上がっていると判断できる。教育相談件数も減少傾向にあり、継続

した相談体制と早期の対応・助言体制により解決につながったことは大いに評価し
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たい。就学前アドバイザーの活動も保護者や関係機関に浸透していることから、今

後のサポート体制の充実を大いに期待する。 

 

⑥学校給食助成事業 

  学校給食の補助事業に対する申請数が昨年度と比べて大きく増加していること 

から、各家庭の経済面での困難性が増大していることが想像される。それらの状況

から、本事業が子どもの健康と安心安全を確保するためは欠かせないものと考える。 

児童生徒の健やかな成長のためにも、申請漏れがないよう事業努力も続けている

ことは評価に値する。更なる事業の継続と拡充を期待する。 

 

⑦学校給食地場産物提供事業 

  地域食材の価値やおいしさを給食を通して学ぶことは地域を知る上でも非常に重

要なことと考える。栄養教諭の「食の指導」や「給食だより」等を通して児童生徒

にもわかりやすく伝えるなどの活動も評価したい。地場産物を利用し、輸送費をか

けないようにすることはＳＤＧｓの観点からも有益で、支出額も抑えることができ

たなどの点からも大いに評価できる。 

 

⑧図書館活動 

  他の事業にはない額の予算が割り当てられており、教育委員会が本事業を重視し

ていることがよくわかる。ブックスタートや団体貸し出しなどの取組で貸し出し数

が伸びていることは大いに評価するところである。近年の読書離れに輪をかけ、新

型コロナウイルス感染症が原因とはいえ、図書館利用者数が大きく減少したことは

残念なことであるが、その状況に対して新たに改善策を進めるなど、関係者の今後

の努力を大いに期待する。 

 

⑨市民スポーツ活動促進事業 

  昭和 56年に「スポーツ都市」を宣言した本市において、それにふさわしい事業が

継続して取り組まれていると考える。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、ス

ポーツの実施率が目標値に達していないとの評価もあるが、感染状況が収まったと

きには多くの市民の健康増進のためにも全世代を対象としたスポーツ活動の事業促

進を期待する。 


